
交付対象者

交付対象水田において、販売目的で対象
作物を生産する販売農家又は集落営農組織

※たん水設備（畦畔等）や用水路等を
　有しない農地は交付対象外。

補助率等

　土地改良区決済金等支援は定額（上限25万円/10a）

Ｎｏ．10 畑地化促進事業【国事業】

募集期間
令和７年度は受付終了。
（再募集の予定ですが、期間は未定）
詳細はお問い合わせください。

問合せ先
弘前市農林部農政課　農産係
　℡　40-0504　

水田における畑作物の本作化を支援します！

事業概要

　水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む生産者に対して支援
を行うとともに、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担（土地
改良区の地区除外決済金等）等に要する経費を支援します。

 ＜①国のＨＰ＞
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/

soukatu/r4hosei.hatatika.html
＜②市のＨＰ＞
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/

sangyo/nogyo/hatachikasokushin.html

令和７年度
（令和６年
度補正）
予算額
（国）

450億円

②二次元コード

①二次元コード
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